
承第１号

市長専決処分事項の承認を求めるについて

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 別紙のとおり市長において専決処分をしたので､

同条第３項の規定により市議会に報告し､ 承認を求める｡

令和７年６月１２日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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市長専決処分について

令和７年６月１日執行予定の和歌山県知事選挙に伴う予算措置については緊急を要し､ 議会を

招集する時間的余裕がないため､ 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 次のとおり市長

において専決処分する｡

令和７年４月２２日

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

１ 令和７年度和歌山市一般会計補正予算
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令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３１, ７５６千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６０, ５２７, ０４０千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和７年４月２２日

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １２,８４９,８５２ △１３１,７３７ １２,９８１,５８９

１ 県 負 担 金 ９,０６９,２８２ １３１,７３７ ９,２０１,０１９

21 諸 収 入 ２,７８９,７４８ １９ ２,７８９,７６７

７ 雑 入 １,３４９,４６０ １９ １,３４９,４７９

歳 入 合 計 １６０,３９５,２８４ １３１,７５６ １６０,５２７,０４０

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １２,８８５,４１２ １３１,７５６ １３,０１７,１６８

５ 選 挙 費 ２３４,５５６ １３１,７５６ ３６６,３１２

歳 出 合 計 １６０,３９５,２８４ １３１,７５６ １６０,５２７,０４０
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承第２号

市長専決処分事項の承認を求めるについて

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 別紙のとおり市長において専決処分をしたので､

同条第３項の規定により市議会に報告し､ 承認を求める｡

令和７年６月１２日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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市長専決処分について

地方税法等の一部を改正する法律が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い､ 和歌山市税

条例等の一部を改正する条例を制定する必要が生じたが､ 同条例の制定については緊急を要し､

議会を招集する時間的余裕がないため､ 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 次のとお

り市長において専決処分する｡

令和７年３月３１日

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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和歌山市税条例等の一部を改正する条例

(和歌山市税条例の一部改正)

第１条 和歌山市税条例 (昭和２９年条例第３０号) の一部を次のように改正する｡

第３２条第１項に次の１号を加える｡

(１２) 自己と生計を一にする年齢１９歳以上２３歳未満の親族 (自己の配偶者を除く｡ ) 及

び児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４に規定する里親に委託さ

れた児童 (第３１条第３項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給

与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き､ 前年

の合計所得金額が１, ２３０, ０００円以下であるものに限る｡ ) で控除対象扶養親族に

該当しないもの (以下この節において ｢特定親族｣ という｡ ) を有する所得割の納税義務

者 (その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の

適用を受けているものを除く｡ ) 各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応

じ､ それぞれ次に定める金額

ア 前年の合計所得金額が９５０, ０００円以下である特定親族 ４５０, ０００円

イ 前年の合計所得金額が９５０, ０００円を超え１, １５０, ０００円以下である特定

親族 ６３０, ０００円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち８４０, ００１

円を超える部分の金額に２を乗じた金額 (当該乗じた金額が１００, ０００円の整数倍

の金額から８０, ０００円を控除した金額でないときは､ １００, ０００円の整数倍の

金額から８０, ０００円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多

い金額とする｡ ) を控除した金額

ウ 前年の合計所得金額が１, １５０, ０００円を超え１, ２００, ０００円以下である

特定親族 ６０, ０００円

エ 前年の合計所得金額が１, ２００, ０００円を超える特定親族 ３０, ０００円

第３２条第６項中 ｢第２項｣ を ｢第１項第１２号の規定により控除すべき金額を特定親族特

別控除額と､ 第２項｣ に改め､ 同条第８項中 ｢扶養親族｣ の次に ｢及び特定親族｣ を加える｡

第３７条第１項ただし書中 ｢若しくは第３２条第４項｣ を ｢､ 第３２条第４項｣ に改め､ ｢

扶養控除額｣ の次に ｢若しくは特定親族特別控除額 (特定親族 (前年の合計所得金額が８５０,

０００円以下であるものに限る｡ ) に係るものを除く｡ ) ｣ を加え､ 同項第５号中 ｢又は扶養

控除額｣ を ｢､ 扶養控除額又は特定親族特別控除額｣ に改める｡

第３８条の２第１項第３号中 ｢扶養親族｣ の次に ｢又は特定親族｣ を加える｡

第３８条の３第１項中 ｢者に限る｡ ) ｣ の次に ｢若しくは特定親族 (退職手当等に係る所得

を有する者であつて､ 合計所得金額が８５０, ０００円以下であるものに限る｡ ) ｣ を加え､

同項第３号中 ｢扶養親族｣ の次に ｢又は特定親族｣ を加える｡

第５０条第１項中 ｢第１４５条の５｣ を ｢第１４５条の１３｣ に改める｡
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第５１条の３第３項中 ｢控除の限度額で政令で定めるもの又は｣ を ｢地方法人税控除限度額

又は｣ に､ ｢控除の限度額で政令で定めるもの並びに｣ を ｢政令で定めるところにより計算し

た金額並びに｣ に改める｡

第５１条の１０第１項第１号中 ｢第１５項｣ を ｢第１６項｣ に改める｡

第６５条第２項中 ｢第１項｣ を ｢第１期｣ に改める｡

第７９条第３項を次のように改める｡

３ 締約国軍隊 (円滑化協定 (我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相

互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束

であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをい

う｡ ) に基づいて､ 我が国の同意を得て､ 我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する

活動に関連して国内 (法の施行地をいう｡ ) に所在する当該締約国の軍隊をいう｡ ) が所有

する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては､ 軽自動車税を課することができない｡

第８０条第１項第１号ア中 ｢エ｣ を ｢ウ及びオ｣ に改め､ 同号イ中 ｢又は｣ を ｢ (ウに掲げ

るものを除く｡ ) 又は｣ に改め､ 同号エを同号オとし､ 同号ウ中 ｢又は｣ を ｢ (ウに掲げるも

のを除く｡ ) 又は｣ に改め､ 同号ウを同号エとし､ 同号イの次に次のように加える｡

ウ ２輪のもので､ 総排気量が０. １２５リットル以下かつ最高出力が４. ０キロワット

以下のもの 年額 ２, ０００円

第８６条第２項中 ｢本項｣ を ｢この項｣ に､ ｢身体障害者又は｣ を ｢身体障害者若しくは｣

に､ ｢を提示｣ を ｢又はこれらの者の特定免許情報 (同法第９５条の２第２項に規定する特定

免許情報をいう｡ 次項において同じ｡ ) が記録された免許情報記録個人番号カード (同法第９

５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう｡ 次項において同じ｡ ) を提示

｣ に改め､ 同項第５号中 ｢の番号､ 交付年月日及び｣ を ｢又は道路交通法第９５条の２第２項

第１号に規定する免許情報記録 (以下この号において ｢免許情報記録｣ という｡ ) の番号､ 運

転免許の年月日､ 運転免許証又は免許情報記録の｣ に改め､ 同条中第４項を第５項とし､ 第３

項を第４項とし､ 第２項の次に次の１項を加える｡

３ 前項の場合において､ 免許情報記録個人番号カードを提示したときは､ 当該免許情報記録

個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければなら

ない｡

附則第５条の３第１項中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和１０年３月３１日｣ に､ ｢第１４

５条の５｣ を ｢第１４５条の１３｣ に改める｡

附則第６条第２項中 ｢令和６年４月１日｣ を ｢資源循環の促進のための再資源化事業等の高

度化に関する法律 (令和６年法律第４１号) の施行の日｣ に改め､ 同項第２号から第４号まで

の規定中 ｢で総務省令｣ を ｢ (第６号に掲げる施設を除く｡ ) で総務省令｣ に改め､ 同項に次

の１号を加える｡
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(６) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第１１条第１項又は第１

６条第１項の認定を受けた者が設置する同法第１３条第９項又は第１８条第５項に規定す

る廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの ２分の１

附則第６条第６項､ 第８項及び第９項中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和９年３月３１日｣

に改め､ 同条第１０項中 ｢平成３１年４月１日から令和７年３月３１日まで｣ を ｢令和７年４

月１日から令和９年３月３１日まで｣ に､ ｢を､ 取得して､ 若しくは取得した後に当該車両を

他の者に譲渡し､ 当該者から当該車両を賃借して､ これを事業の用に供する場合又は製造等対

象期間内に改良された車両で政令で定めるもの｣ を ｢ (以下この項において ｢新造車両｣ とい

う｡ ) の取得等 (取得すること又は取得した後に当該新造車両を他の者に譲渡し､ 当該者から

当該新造車両を賃借することをいう｡ 第１号及び第２号において同じ｡ ) をしてこれを事業の

用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの (以下この項にお

いて ｢改良車両｣ という｡ ) ｣ に､ ｢改良された車両に｣ を ｢改良車両に｣ に､ ｢当該車両の

｣ を ｢当該改良車両の｣ に､ ｢の３分の２ (総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等

対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して､ 若しくは取得した後に当

該車両を他の者に譲渡し､ 当該者から当該車両を賃借して､ これを事業の用に供する場合又は

製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には､ これら

の車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の５分の３) の｣ を ｢に､ 次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ､ 当該各号に定める割合を乗じて得た｣ に改め､ 同項に次の各号を加える｡

(１) 総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供

する場合又は改良車両を事業の用に供する場合 ５分の３

(２) 前号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業

の用に供する場合 ３分の２

(３) 第１号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用に供する場合

４分の３

附則第６条第１１項中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和１２年３月３１日｣ に改め､ 同条第

１３項中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和９年３月３１日｣ に改め､ 同条第１５項中 ｢令和６

年度｣ を ｢令和８年度｣ に改め､ 同条第１６項中 ｢あつては､ ｣ を ｢あつては｣ に､ ｢部分に

限り｣ を ｢部分に限るものとし｣ に改め､ 同条第１８項中 ｢令和６年３月３１日｣ を ｢令和９

年３月３１日｣ に改め､ 同条第１９項及び第２１項中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和９年３

月３１日｣ に改め､ 同条第２２項を次のように改める｡

２２ 港湾法第２条第２項に規定する国際戦略港湾､ 同項に規定する国際拠点港湾又は同項に

規定する重要港湾において､ 港湾法等の一部を改正する法律 (令和７年法律第２５号) の施

行の日から令和１１年３月３１日までの間に新たに取得され､ 又は改良された港湾法第５１

条の９第３項第１号に規定する協定特定港湾施設 (政府の補助で総務省令で定めるものを受
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けて作成された同条第１項に規定する公表協働防護計画に定められた同項に規定する最適化

事業の実施主体が締結した同項に規定する協働防護協定に定められたものに限る｡ ) で政令

で定めるものの用に供する償却資産 (改良された償却資産にあつては､ 当該償却資産の当該

改良された部分に限る｡ 以下この項において ｢特定償却資産｣ という｡ ) に対して課する固

定資産税の課税標準は､ 第６１条の２の規定にかかわらず､ 当該特定償却資産に対して新た

に固定資産税が課されることとなつた年度から５年度分の固定資産税に限り､ 当該特定償却

資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に､ 次の各号に掲げる特定償却資産の区分

に応じ､ 当該各号に定める割合を乗じて得た額とする｡

(１) 特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾の港湾法第２条第３項に規定する港湾区

域が同条第８項に規定する開発保全航路の区域 (同法第５５条の３の４に規定する国土交

通省令で定める区域に限る｡ ) 又は同法第５５条の３の５第１項に規定する緊急確保航路

の区域に隣接するもの ２分の１

(２) 前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 ６分の５

附則第６条第２３項中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和１０年３月３１日｣ に改め､ 同条第

２５項から第２７項までの規定中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和９年３月３１日｣ に改め､

同条第３０項中 ｢者が｣ の次に ｢令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの間に｣ を加

え､ ｢の施行の日から令和７年３月３１日までの間に同法｣ を削り､ ｢基づき新たに取得した

当該免許に係る無線通信の業務の用に供する｣ を ｢従つて実施される同法第９条第１項に規定

する特定高度情報通信技術活用システムの導入 (同法第２条第１項に規定する特定高度情報通

信技術活用システム (同項第１号に掲げるものに限る｡ ) の適切な提供及び維持管理並びに早

期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合することについて総務大臣の確

認を受けた場合に限る｡ ) の用に供するために新たに取得した｣ に改め､ ｢同法第２８条に規

定する｣ を削り､ ｢構築物｣ の次に ｢であつて､ 当該特定高度情報通信技術活用システムを構

成する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの｣ を加え､ 同条第３１項中 ｢

令和７年３月３１日｣ を ｢令和９年３月３１日｣ に改め､ 同条第３２項中 ｢第４２条の４第１

９項第７号｣ を ｢第４２条の６第１項｣ に､ ｢令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで

｣ を ｢令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで｣ に改め､ ｢) 内に｣ の次に ｢同法第１

０条の５の４第５項第８号又は第４２条の１２の５第５項第９号に規定する雇用者給与等支給

額 (以下この項において ｢雇用者給与等支給額｣ という｡ ) の増加に係る事項として政令で定

めるものが記載された｣ を加え､ 同項ただし書中 ｢租税特別措置法第１０条の５の４第５項第

８号又は第４２条の１２の５第５項第９号に規定する｣ を削り､ ｢増加｣ を ｢大幅な増加｣ に

改め､ ｢ (令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に取得をしたものにあつては､

当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から４年度分) ｣ を削

り､ ｢３分の１｣ を ｢４分の１｣ に改め､ 同条に次の１項を加える｡
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３４ 鉄道事業法第７条第１項に規定する鉄道事業者又は軌道法第４条に規定する軌道経営者

が､ 令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの間に既設の鉄道 (軌道を含む｡ ) に係

る豪雨による被害を防止し､ 又は軽減するために新たに取得した償却資産で総務省令で定め

るものに対して課する固定資産税の課税標準は､ 第６１条の２の規定にかかわらず､ 当該償

却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から５年度分の固定資産税に

限り､ 当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の２ (当該償却資産

のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律 (平

成１３年法律第６１号) 附則第２条第１項第１号に掲げる者が取得したものにあつては､ 当

該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の４分の３) の額とする｡

附則第７条の３第１項から第３項までの規定中 ｢令和７年３月３１日｣ を ｢令和９年３月３

１日｣ に改める｡

附則第７条の４の３第１項中 ｢同項に規定する管理組合の管理者等｣ を ｢管理者等 (同項に

規定する管理組合の管理者等をいう｡ 第３項及び第４項において同じ｡ ) ｣ に､ ｢令和７年３

月３１日｣ を ｢令和９年３月３１日｣ に改め､ 同条第３項中 ｢前項｣ を ｢第２項｣ に改め､ ｢

後に｣ の次に ｢同項の納税義務者から｣ を､ ｢場合｣ の次に ｢又は当該期間の経過後に管理者

等から同項の書類の提出がされた場合｣ を､ ｢当該申告書｣ の次に ｢又は当該書類｣ を加え､

同項を同条第４項とし､ 同条第２項の次に次の１項を加える｡

３ 市長は､ 特定マンションに係る区分所有に係る家屋については､ 前項の申告書の提出がな

かつた場合においても､ 管理者等から同項に規定する期間内に同項の書類の提出がされ､ か

つ､ 当該特定マンションが第１項に規定する要件に該当すると認められるときは､ 前項の規

定にかかわらず､ 第１項の規定を適用することができる｡

附則第８条第６号アの表 (イ) 中 ｢令和７年度又は｣ を ｢令和７年度である場合であつて､

当該土地が令和６年度分の固定資産税について和歌山市税条例等の一部を改正する条例 (令和

７年条例第２３号) 第１条の規定による改正前の和歌山市税条例 (以下 ｢令和７年改正前の条

例｣ という｡ ) 第６２条又は附則第６条から第６条の３までの規定の適用を受ける土地である

ときは､ 当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし､ 当該年度が｣ に改め､ 同号イ

の表 (イ) 中 ｢令和７年度又は｣ を ｢令和７年度である場合であつて､ 当該土地が令和６年度

分の固定資産税について令和７年改正前の条例第６２条又は附則第６条から第６条の３までの

規定の適用を受ける土地であるときは､ 当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし､

当該年度が｣ に改める｡

附則第９条の３第２項第２号イ及び第４項第２号イ中 ｢同年度分の固定資産税について｣ の

次に ｢令和７年改正前の条例｣ を加える｡

附則第１６条の３第２項第２号イ及び第４項第２号イ中 ｢固定資産税について｣ の次に ｢令

和７年改正前の条例｣ を加える｡
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附則第１８条の２の次に次の１条を加える｡

(加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例)

第１８条の３ 令和８年４月１日以後に第９４条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若し

くは消費等が行われた加熱式たばこ (法第４６４条第２項第１号ホに掲げる加熱式たばこを

いい､ 法第４６６条の２の規定により製造たばことみなされるものを含む｡ 以下この項及び

次項において同じ｡ ) に係る第９６条第１項の製造たばこの本数は､ 同条第３項の規定にか

かわらず､ 当分の間､ 次の各号に掲げる区分に応じ､ 当該各号に定める方法により換算した

紙巻たばこ (法第４６４条第２項第１号イに掲げる紙巻たばこをいう｡ 以下この項において

同じ｡ ) の本数によるものとする｡

(１) 葉たばこ (たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう｡ ) を原料の全部又は

一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ (当該葉たばこ

を原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによ

つて喫煙の用に供されるものに限る｡ ) 当該加熱式たばこの重量 (フィルターその他の

総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く｡ 以下この項及び第３項において同じ｡ )

の０. ３５グラムをもつて紙巻たばこの１本に換算する方法｡ ただし､ 当該加熱式たばこ

の１本当たりの重量が０. ３５グラム未満である場合にあつては､ 当該加熱式たばこの１

本をもつて紙巻たばこの１本に換算する方法

(２) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０. ２グラムをもつ

て紙巻たばこの１本に換算する方法｡ ただし､ 当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たり

の重量が４グラム未満である場合にあつては､ 当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもつ

て紙巻たばこの２０本に換算する方法

２ 前項第２号に掲げる加熱式たばこ (法第４６６条の２の規定により製造たばことみなされ

るものに限る｡ ) のうち､ 同項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるも

のその他の政令で定めるものについては､ 同項第２号ただし書の規定は､ 適用しない｡

３ 前２項に定めるもののほか､ 第１項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他

前２項の規定の適用に関し必要な事項は､ 政令で定めるところによるものとする｡

附則第３０条中 ｢第１４５条の５｣ を ｢第１４５条の１３｣ に改める｡

附則第３６条の２第１項中 ｢第１１条の７第３項｣ を ｢第１１条の６第３項｣ に､ ｢第１１

条の７第１項に｣ を ｢第１１条の６第１項に｣ に改め､ 同項の表中 ｢第１１条の７第１項｣ を

｢第１１条の６第１項｣ に改め､ 同条第２項中 ｢第１１条の７第２項｣ を ｢第１１条の６第２

項｣ に改め､ 同条第３項中 ｢第１１条の７第４項｣ を ｢第１１条の６第４項｣ に改め､ 同項の

表中 ｢第１１条の６第１項｣ を ｢第１１条の６第４項｣ に改め､ 同条第４項中 ｢第１１条の７

第５項｣ を ｢第１１条の６第５項｣ に改める｡

(和歌山市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
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第２条 和歌山市税条例等の一部を改正する条例 (令和６年条例第２１号) の一部を次のように

改正する｡

第３条中 ｢削る｡ ｣ を ｢次のように改める｡ ｣ に改め､ 同改正規定に次のように加える｡

ウ 公益信託に関する法律 (令和６年法律第３０号) 第６条又は附則第４条第１項の規定

により和歌山県知事の認可を受けた同法第２条第１項第１号に規定する公益信託 (本市

の区域を受益の範囲に含むものに限る｡ ) の信託財産とするために支出した当該公益信

託に係る信託事務に関連する寄附金

附則第３条中 ｢寄附金 (所得税法等の一部を改正する法律 (令和６年法律第８号｣ の次に ｢｡

以下この号において ｢令和６年所得税法等改正法｣ という｡ ｣ を加え､ ｢同法｣ を ｢令和６年

所得税法等改正法｣ に改め､ ｢する｡ ｣ を ｢､ 同号ウ中 ｢寄附金｣ とあるのは ｢寄附金 (令和

６年所得税法等改正法附則第３条第１項に規定する特定公益信託のうち､ 公益信託に関する法

律による改正前の公益信託ニ関スル法律 (大正１１年法律第６２号) 第２条第１項の許可 (和

歌山県知事又は和歌山県教育委員会によるものに限る｡ ) を受けたものの信託財産とするため

に支出した金銭を含む｡ ) ｣ とする｡ ｣ に改める｡

附 則

(施行期日)

第１条 この条例は､ 令和７年４月１日から施行する｡ ただし､ 次の各号に掲げる規定は､ 当該

各号に定める日から施行する｡

(１) 第１条中和歌山市税条例第３２条､ 第３７条第１項､ 第３８条の２第１項第３号及び第３

８条の３第１項の改正規定並びに同条例附則第３６条の２の改正規定並びに次条の規定 令

和８年１月１日

(２) 第１条中和歌山市税条例第５０条第１項の改正規定並びに同条例附則第５条の３第１項の

改正規定 ( ｢第１４５条の５｣ を ｢第１４５条の１３｣ に改める部分に限る｡ ) ､ 同条例附

則１８条の２の次に１条を加える改正規定及び同条例附則第３０条の改正規定並びに附則第

５条の規定 令和８年４月１日

(３) 第１条中和歌山市税条例第７９条第３項の改正規定並びに附則第４条第１項及び第２項の

規定 公布の日から起算して７月を超えない範囲内において政令で定める日

(４) 第１条中和歌山市税条例附則第６条第１６項及び第２２項の改正規定並びに附則第３条第

４項の規定 港湾法等の一部を改正する法律 (令和７年法律第２５号) の施行の日

(５) 第１条中和歌山市税条例附則第６条第２項の改正規定及び附則第３条第２項の規定 資源

循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 (令和６年法律第４１号) の施行

の日

(市民税に関する経過措置)

第２条 第１条の規定による改正後の和歌山市税条例 (以下 ｢新条例｣ という｡ ) 第３２条及び
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第３７条第１項の規定は､ 令和８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し､ 令和７年

度分までの個人の市民税については､ なお従前の例による｡

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３７条第１項の規定の適用

については､ 同項ただし書中 ｢特定親族特別控除額 (特定親族 (前年の合計所得金額が８５０,

０００円以下であるものに限る｡ ) に係るものを除く｡ ) ｣ とあるのは､ ｢特定親族特別控除

額｣ とする｡

３ 新条例第３８条の２第１項の規定は､ 前条第１号に掲げる規定の施行の日 (以下この項及び

次項において ｢１号施行日｣ という｡ ) 以後に支払を受けるべき新条例第３７条第１項ただし

書に規定する給与について提出する新条例第３８条の２第１項及び第３項の規定による申告書

について適用し､ １号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の和歌山市税条

例 (以下 ｢旧条例｣ という｡ ) 第３７条第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条

例第３８条の２第１項及び第３項の規定による申告書については､ なお従前の例による｡

４ 新条例第３８条の３第１項の規定は､ １号施行日以後に支払を受けるべき所得税法 (昭和４

０年法律第３１号) 第２０３条の６第１項に規定する公的年金等 (同法第２０３条の７の規定

の適用を受けるものを除く｡ 以下この項において ｢公的年金等｣ という｡ ) について提出する

同法第２０３条の６第１項の規定による申告書について適用し､ １号施行日前に支払を受ける

べき公的年金等について提出した旧条例第３８条の３第１項の規定による申告書については､

なお従前の例による｡

(固定資産税に関する経過措置)

第３条 別段の定めがあるものを除き､ 新条例の規定中固定資産税に関する部分は､ 令和７年度

以後の年度分の固定資産税について適用し､ 令和６年度分までの固定資産税については､ なお

従前の例による｡

２ 令和６年４月１日から附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得され

た旧条例附則第６条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については､ な

お従前の例による｡

３ 平成３１年４月１日から令和７年３月３１日までの間に新たに製造され､ 又は改良された旧

条例附則第６条第１０項に規定する車両に対して課する固定資産税については､ なお従前の例

による｡

４ 平成３０年４月１日から附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良さ

れた旧条例附則第６条第２２項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については､

なお従前の例による｡

５ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (令和２年法律

第３７号) の施行の日から令和７年３月３１日までの間に新たに取得された旧条例附則第６条

第３０項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については､ なお従前の例による｡
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６ 令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの期間 (以下この項において ｢適用期間｣ と

いう｡ ) 内に旧条例附則第６条第３２項に規定する中小事業者等 (以下この項において ｢中小

事業者等｣ という｡ ) が取得 (同条第３２項に規定する取得をいう｡ 以下この項において同じ｡

) をした同条第３２項に規定する機械装置等 (以下この項において ｢機械装置等｣ という｡ )

(中小事業者等が､ 同条第３２項に規定するリース取引 (以下この項において ｢リース取引｣

という｡ ) に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に

取得をした同条第３２項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を､ 適用期間内にリース

取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む｡ ) に対して課する固定資産税

については､ なお従前の例による｡

(軽自動車税に関する経過措置)

第４条 新条例第７９条第３項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は､ 附則第１条第

３号に掲げる規定の施行の日 (以下この項及び次項において ｢３号施行日｣ という｡ ) 以後に

取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し､ ３

号施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について

は､ なお従前の例による｡

２ 新条例第７９条第３項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は､ ３号施行日の属する年

度の翌年度 (３号施行日が４月１日である場合には､ ３号施行日の属する年度) 以後の年度分

の軽自動車税の種別割について適用し､ ３号施行日の属する年度 (３号施行日が４月１日であ

る場合には､ ３号施行日の属する年度の前年度) 分までの軽自動車税の種別割については､ な

お従前の例による｡

３ 新条例第８０条第１項 (第１号に係る部分に限る｡ ) の規定は､ 令和７年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し､ 令和６年度分までの軽自動車税の種別割については､ な

お従前の例による｡

(市たばこ税に関する経過措置)

第５条 別段の定めがあるものを除き､ 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した､

又は課すべきであった加熱式たばこ (新条例附則第１８条の３第１項に規定する加熱式たばこ

をいう｡ 次項において同じ｡ ) に係る市たばこ税については､ なお従前の例による｡

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に､ 和歌山市税条例第９４条第１項の売渡し

又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第９６条第１項

の製造たばこの本数は､ 同条第３項及び新条例附則第１８条の３の規定にかかわらず､ 次に掲

げる製造たばこの本数の合計数によるものとする｡

(１) 和歌山市税条例第９６条第３項の規定により換算した紙巻たばこ (新条例附則第１８条の

３第１項に規定する紙巻たばこをいう｡ 次号において同じ｡ ) の本数に０. ５を乗じて計算

した製造たばこの本数
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(２) 新条例附則第１８条の３の規定により換算した紙巻たばこの本数に０. ５を乗じて計算し

た製造たばこの本数

(都市計画税に関する経過措置)

第６条 別段の定めがあるものを除き､ 新条例の規定中都市計画税に関する部分は､ 令和７年度

以後の年度分の都市計画税について適用し､ 令和６年度分までの都市計画税については､ なお

従前の例による｡
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